
JP 2017-193406 A 2017.10.26

(57)【要約】
　
【課題】
　本発明は、複数のローラーを備える加工装置において
、人的な異物・繊維に由来する異物・加工に使用する材
料に起因する異物などのローラーに付着した異物除去を
、簡単に且つ短時間で行うことが出来るようにすること
を課題とする。
【解決手段】
片面に粘着層を有する長尺シート又は表面と裏面に長手
方向に沿って交互に粘着層を有する長尺シートをロール
状にしたクリーニングロール、及びその長尺シートを前
記ローラー間に送り込んで前記原反と同じ経路を搬送さ
せるクリーニング方法のより、ローラーに付着した異物
除去を行う。
【選択図】
図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のローラー間に原反を走行させながら、該原反に種々の処理を施すようにした装置
の各ローラーに対するクリーニング方法であって、片面又は両面に粘着層を有する長尺シ
ートを用意し、その長尺シートを前記ローラー間に送り込んで前記原反と同じ経路を搬送
させることと特徴とするクリーニング方法。
【請求項２】
　前記装置がグラビア印刷装置、ドライラミネート装置、樹脂押出しシーテング装置など
の多数のローラーを有する装置であり、前記長尺シートが先頭部分及び末尾部分に粘着層
を有しないリード部分を備えていることを特徴とする請求項１に記載のクリーニング方法
。
【請求項３】
前記長尺シートの粘着層を有する領域の裏面に離型層が形成され、その離形層が、該長尺
シートがロール状に巻かれたときに、前記粘着層と相対するように離型層を設ける領域が
設定されている請求項１又は２に記載のクリーニング方法。
【請求項４】
　前記長尺シートが両面に粘着層を有し、その片面に剥離シートを貼り合わせてロール状
に巻き、使用に際しては、剥離シートを粘着層から取り除きながら繰り出されたものであ
る請求項１又は２に記載のクリーニング方法。
【請求項５】
請求項１で使用する長尺シートであって、短い基材シートの一方の面にその両端部分を除
き粘着剤を施した粘着層、他方の面に全長に亘って離型剤を施した離型層を有するものを
１ユニットとし、その１ユニットのシートを複数枚、交互に表裏を反転させながら直列接
続して長尺状に形成したことを特徴とするクリーニングロール。
【請求項６】
　前記長尺シートを巻き芯に巻き付けてロール状に成型したときに、前記粘着層と離形層
とが上下に重なるように前記基材シートの個々の長さが調整されている請求項５に記載の
クリーニングロール。
【請求項７】
　請求項６に記載の長尺シートを巻き芯に巻き付けてなるロールであって、そのロールか
ら繰り出される長尺シートの先端部及び巻芯部には、粘着材が施されていないリード部分
が接続されていることを特徴とするクリーニングロール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多くのガイドローラー、ニップローラー、クーリングローラーなどの各種ロ
ーラーを備え、且つ巻き取りの給紙及び排紙装置を備えたグラビア印刷機等のローラーに
付着したゴミを除去するための方法及びその方法を実施するための粘着性を有するクリー
ニングロールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ローラー間に長尺状の原反を走行させる装置としては、多くの分野で使用されており、
このような装置には、原反と接する多くのローラーが用いられるため、ローラーの清掃は
、不可欠で煩雑なものとなっている。
【０００３】
　ローラーの材質は、鉄、アルミなどの金属・ゴム・プラスチックなど、用途により各種
の素材が使用されている。このため、ローラーの清掃は、加工職場特有の方法で行われて
いる。例えば、汚れの内容によりローラーに密着したものを物理的に削り取ったり、溶剤
で溶解して拭き取ったりすることが行われている。
【０００４】
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　しかし、こびりついた汚れを除去しても、清掃に使用した布の繊維糸や、作業環境特有
の材料粒や材料片などの付着物を完全に取り除くことは難しく、これらの異物が製品品質
に影響することも多いため、清掃に費やす時間と労力は、作業工程の中で、無視できない
ほど大きなものとなっている。
【０００５】
　異物の付着による製品不良を防ぐため、製品または製品材料や製品素材から異物を取り
除く工夫は行われているが、加工機のローラーを、運転を終える都度、クリーニングする
ことは行われていない。
【０００６】
　異物の製品への付着を防止するために、加工機の一部ローラーを弱粘着ローラーにする
ことで加工機を通す原反等の材料から異物を取ることが行われている。
【０００７】
　また、テープレコーダーやビデオテープなどには、テープの一部に研磨効果を持たせた
クリーニングテープがつながれており、データーの読み取りヘッドの異物を取るようにな
っている。その他、機器により専用のクリーニング装置を備えた物は、数多くある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、複数のローラーを備える加工装置において、人的な異物・繊維に由来する異
物・加工に使用する材料に起因する異物など、ローラーに付着した異物除去を、簡単に且
つ短時間で行うことが出来るようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るクリーニング方法は、複数のローラー間に原反を走行させながら、該原反
に種々の処理を施すようにした装置の各ローラーに対するクリーニング方法であって、片
面に粘着層を有する長尺シート又は表面と裏面に長手方向に沿って交互に粘着層を有する
長尺シートを用意し、その長尺シートを前記ローラー間に送り込んで前記原反と同じ経路
を搬送させることを特徴とするクリーニング方法である。
【００１０】
　ローラーに付着した異物は、粘着剤によって除去できる異物と、粘着剤では除去できな
い異物とがあるが、本発明に係るクリーニング方法は、前者の異物を除去するためのもの
である。
【００１１】
　また、複数のローラー間に原反を走行させながら、該原反に種々の処理を施すようにし
た装置においては、原反に接するローラーは、該原反の一面に接するのではなく、搬送中
に該原反の片面及びその反対面、すなわち表裏に接することで原反の走行方向を変えるも
のてる。
【００１２】
　従って、片面に粘着層を有する長尺シートを使用する場合は、ローラー間に長尺シート
を走行させながら搬送した後、一回目とは、粘着層の面を変えてローラー間に長尺シート
を２回走行させながら搬送することにより、全ローラーのクリーニングを行うことができ
、表面と裏面に長手方向に沿って交互に粘着層を有する長尺シートを使用する場合は、複
数のローラー間に長尺シートを走行させながら１回搬送することにより、ローラーのクリ
ーニングをすることができる。
【００１３】
　本発明に係るクリーニング方法において、ローラーのクリーニングを行う装置としては
、グラビア印刷装置、ドライラミネート装置、樹脂押出しシーテング装置などの多数のロ
ーラーを有する装置であり、前記長尺シートが先頭部分及び末尾部分に粘着層を有しない
リード部分を備えていることを特徴とするクリーニング方法である。
【００１４】
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　リード部分を備えていることにより、各種の装置に使用している原反から、原反自動切
り替え装置により、本発明のクリーニングロールに繋ぎ変えるときに安定した繋ぎ変えを
可能とし、また繋ぎ変えにより発生するクリーニングロールのロスを考慮し、クリーニン
グロールを繰り返し使用できるようにリード部分を備えるものである。
【００１５】
　これにより、クリーニングロールの粘着層に、ゴミなどが付着しても繰り返しクリーニ
ングロールを使用することが出来るので経済的である。
【００１６】
本発明に係るクリーニング方法において、繰り返し使用をするために、前記長尺シートか
らなるクリーニングロールの粘着層を有する領域の裏面に離形層が形成され、その離形層
が、該長尺シートがロール状に巻かれたときに、前記粘着層と相対するように離型層の領
域が設定されていることを特徴とするクリーニングロールを使用するクリーニング方法で
ある。
【００１７】
　繰り返して使用せず、１回の使用でクーリングロールを取り換える場合においては、長
尺シートの両面に粘着層を有し、その片面に両面剥離を有するシートを貼り合わせてロー
ル状に巻き、使用に際しては、剥離シートを粘着層から取り除きながら繰り出されるクリ
ーニングロールを用いるクリーニング方法とすることもできる。
【００１８】
　このクリーニングロールは、基材シートの両面に粘着剤が設けられており、一度使用す
ることで粘着剤面が接して巻き取られることとなり、再使用をすることはできないが、粘
着剤を両面に設けるために煩雑な繋ぎ作業がなくなり安価なクーリングロールとすること
ができる。また再利用のために保管することもなく、高度なクリーンを求められる製品を
製造する加工機には適切なクーリング方法である。
【００１９】
本発明に係るクリーニングロールは、基材シートの一方の面にその両端部分を除き粘着剤
を施し、他方の面に全長に亘って離型剤が施されたものを１ユニットとし、その１ユニッ
トのシートを複数枚、交互に表裏を反転させながら直列接続して長尺状に形成したもので
ある長尺シートをロール状の巻き取ったものからなることを特徴とするクリーニングロー
ルである。
【００２０】
基材シートの一方の面にその両端部分を除き粘着剤を施し、他方の面に全長に亘って離型
剤が施されたものを１ユニットとすることで、該１ユニットを巻き取ってロールとした時
に、粘着剤のある面は離型剤が施された面に接するので、ロールから長尺シートを容易に
繰り出すことが出来るようになる。
【００２１】
　該１ユニットの粘着剤の施された面が、ロールの表裏の面になるように、２ユニットを
繋ぎクリーニングロールとすることで、グラビア印刷装置、ドライラミネート装置、樹脂
押出しシーテング装置などの多数の加工ローラーを有する装置の複数のローラー間にクリ
ーニングロールを走行させて通せば、これら装置の全てのローラーから付着しているゴミ
を粘着剤に接着させて除去することが出来る。
【００２２】
　本発明に係るクーリングロールは、基材シートの一方の面にその両端部分を除き粘着剤
を施し、他方の面に全長に亘って離型剤が施されたものを１ユニットの長尺シートとして
、その１ユニットのシートを複数枚、交互に表裏を反転させながら直列接続して長尺状に
形成したものを円筒状の巻き芯に巻き付けてロールに巻き取ったときに、前記粘着剤と離
形剤とが上下に重なるように前記基材シートの個々の長さが調整され、そのロールから繰
り出される長尺シートの先端部及び巻き芯部には、１ユニットとは異なるリード部分が接
続されている長尺シートからなることを特徴とするクリーニングロールである。
【００２３】
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　基材シートの一方の面にその両端部分を除き粘着剤を施し、他方の面に全長に亘って離
型剤を施すことにより該基材シートを巻き取りロール状にする場合、粘着剤面をロールの
表面にしても、あるいは粘着剤面をロールの裏面にしても、粘着剤は離型剤が施された基
材シートの部分に接することを考慮したものであり、基材シートの粘着剤を施さない両端
部の長さは、ロールにした時の１円周の長さより長くすることで、粘着剤の面は離型剤の
面に接することになり、ロールからシートに繰り出すことが出来る。
【００２４】
　このように、離型剤を施した面の長さを長くすることで、本発明のクーリングロールを
多数の加工ローラーを有する装置を通し、巻き取ったロールを再度使用することが出来る
。即ち、本発明に係るクーリングロールは、給紙部から繰り出され各種ローラーのクーリ
ングに使用した後、排紙部で巻き上げる際に排紙部の回転方向は任意であり巻き上げ面を
考慮しなくてよい。
【００２５】
　また、クリーニングロールの先端部及び巻き芯部には、１ユニットとは異なるリード部
分を接続することで、繰り返しの使用において、リード部分としてのリード紙が消耗され
短くなっても、クリーニングロールとしての機能は低下しない。
【００２６】
　従って、本発明のクーリングロールを使用するに際しては、繰り返しの使用によりリー
ド部分を消耗した時、又は粘着剤に異物が付き更なる異物を除去する効果が低下した時に
、新たなクーリングロールに交換すればよい。
【００２７】
　本発明で使用する基材シートとしては、１２ミクロンから１００ミクロンのポリエステ
ルフィルム、１５ミクロンから１００ミクロンのポリプロピレンフィルム、２５ミクロン
から１００ミクロンのポリエチレンフィルム、３５グラム／平方メートルから８０グラム
／平方メートルの表面に樹脂コートされた紙などから選択することが出来る。
【００２８】
　使用する粘着剤は、ローラーに付着する異物を接着し除去するものであり弱粘着剤、微
粘着剤又は再剥離粘着剤と言われるものでよい。例えば、アクリル系粘着剤、ウレタン系
粘着剤、シリコン系粘着剤、ゴム系粘着剤などの粘着性の弱いタイプを用いればよく、こ
れらの粘着剤にイソシアネートの硬化剤を添加し粘着性を調整した粘着剤を用いてもよい
。更に、水性タイプ又はエマルジョンタイプのアクリル系粘着剤、ウレタン系粘着剤など
を使用することが出来る。
【００２９】
アクリル系粘着剤としては、トーヨーケム株式会社製（品番ＢＰＳ６４２１、品番ＢＰＳ
５２２７－１、品番ＢＰＳ５２９６、品番ＢＰＳ－５５４８）、総研化学株式会社製（品
番１４７３Ｈ、品番１４９５、品番１４９９Ｍ）、東亜合成株式会社製粘着剤（品番Ｓ－
１６０１、品番Ｓ－１０６５）などの粘着剤を使用すればよい。
【００３０】
　ウレタン系粘着剤としては、トーヨーケム株式会社製（品番ＳＨ－１０１、品番ＳＨ－
１０９）などの粘着剤を使用すればよい。
【００３１】
シリコン系粘着剤としては、信越化学工業株式会社性粘着剤（品番ＫＲ－３７０４、品番
ＫＲ－３７００、品番Ｘ－４０－３３６５、品番Ｘ－４０－３３０６）などの粘着剤を使
用すればよい。
【００３２】
　水性アクリル系粘着剤としては、トーヨーケム株式会社製（品番ＢＰＷ４９６０－１、
品番ＢＰＷ６１６６）などの粘着剤を使用すればよい。
【００３３】
　粘着剤の粘着力は、クリーニングロールを使用するときの搬送速度、ローラー径、ロー
ラーへの巻付き角、ローラー材質、クリーニングを行う装置固有の特性などを考慮して任
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意に選定すればよい。
【００３４】
　また、粘着剤ではなくウレタン系接着剤を接着剤として使用する配合から、硬化剤であ
るイソシアネート成分の配合比率を少なくし主剤であるポリオール成分との反応を不完全
にすることで接着剤に粘着性を持たせることにより粘着剤として使用してもよい。
このように、粘着剤としては、一般的に粘着剤と言われるものだけでなく、粘着力があり
異物を除去する加工機のローラーに転移しないものであれば、本発明の粘着剤として使用
することが出来る。
【００３５】
　粘着剤との離型性を得るための離型剤としては、シリコン系離型剤、フッ素系離型剤な
どの非シリコン系離型剤を使用すればよい。また、ポリプロピレンフィルムの未処理面、
ポリエチレンフィルムの未処理面などは、粘着剤のタイプによっては容易に剥がすことが
出来るものもあり、離型剤を使用しなくてもよい。
【００３６】
　本発明のクーリングロールの１ユニットを作成するにあたっては、片面に離型剤を施し
た基材シートの反対面に粘着剤を間欠的に施すことにより作成することが出来る。又は、
予め離型剤と粘着剤を施したシートの両端に、離型剤のみを施したシートを繋ぐことによ
り本発明のクーリングロールの１ユニットを作成してもよい。
【００３７】
　リード部に使用する材料としては、本発明に使用する基材シートと同様のシートをリー
ド部の材料として使用してもよい。本発明のクリーニング方法を実施するための、クリー
ニングロールを図１から図４に構成概念断面図として示す。構成概念断面図は、巻き芯に
巻き取った状態で供給するクリーニングロールを、繰り出した状態の断面図で示したもの
である。
【００３８】
　図１は、クリーニングロールの構成概念断面図の１例を示したものであり、巻き芯（１
）からクリーニングロールを繰り出した図である。巻き芯（１）部より、〔巻き芯リード
紙（２）部分〕（Ａ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）が施された部分〕（Ｂ
）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）と粘着剤（５）が施された部分〕（Ｃ）、
次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｂ）と同じシートの部分〕（
Ｄ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｄ）と同じシートが逆
転して繋がれた部分〕（Ｅ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）と粘着剤（５）
が施された前記（Ｃ）と同じシートが反転して繋がれた部分〕（Ｆ）、次いで〔基材シー
ト（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｅ）と同じシートの部分〕（Ｇ）、次いで〔巻
き外リード紙（２）部分〕（Ｈ）の順で構成されたクリーニングロールである。
【００３９】
それぞれの部分である（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）、（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ
）は、片面粘着テープ（６）若しくは両面粘着テープ（７）により繋がれている。
【００４０】
本発明において、それぞれの部分を繋ぎ合わせるためのテープは、離型剤を塗布した面で
あっても接着力が強いテープを選択し使えばよい。
【００４１】
　図２は、別なクリーニングロールの構成概念断面図の１例を示したものであり、巻き芯
（１）からクリーニングロールを繰り出した図である。巻き芯（１）部より、〔巻き芯リ
ード紙（２）部分〕（Ｉ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）が施され両端部分
を除き粘着剤（５）を施された部分〕（Ｊ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）
が施され両端部分を除き粘着剤（５）が施された前記（Ｊ）と同じシートが逆転して繋が
れた部分〕（Ｋ）、次いで〔巻き外リード紙（２）部分〕（Ｌ）の順で構成されたクリー
ニングロールである。
【００４２】
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それぞれの部分である（Ｉ）、（Ｊ）、（Ｋ）、（Ｌ）は、片面粘着テープ（６）若しく
は両面粘着テープ（７）により繋がれている。（Ｊ）、（Ｋ）の部分は、離型剤が施され
た基材シートに間欠に粘着剤を塗布する方法で製造し、両端部を粘着剤のない部分で切断
して使用すればよい。
【００４３】
　図３は、別なクリーニングロールの構成概念断面図の１例を示したものであり、巻き芯
（１）からクリーニングロールを繰り出した図である。巻き芯（１）部より、〔基材シー
ト（３）の片面が離型性に優れた未処理面（８）である、例えば延伸ポリプロピレンフィ
ルム、未延伸ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィルムなどの両端部分を除き、逆
面の処理面（９）に粘着剤（５）を施すことで得た部分〕（Ｍ）、次いで〔基材シート（
３）の片面が離型性に優れた未処理面（８）である両端部分を除き、逆面の処理面（９）
に粘着剤（５）を施すことで得た前記（Ｍ）と同じシートが逆転して繋がれた部分〕（Ｎ
）の順で構成されたクリーニングロールである。
【００４４】
それぞれの部分である（Ｍ）、（Ｎ）は、両面粘着テープ（７）により繋がれている。ま
た、巻き芯部及び巻き上部は、リード紙（２）としての働きを持たせるために粘着剤（５
）を施さない部分を長くすればよい。
【００４５】
　図１から図３において、リード紙（２）部分は１０ｍから２００ｍ程度でよい、粘着剤
（５）を設けた両端部分の離型剤（４）だけを設ける部分はクリーニングロールの巻き径
にもよるが１ｍから３ｍ程度でよい、粘着剤（５）を設ける部分は加工機の最大ローラー
の円周長を最小とし任意の長さでよく、ローラーが回転する何周分を粘着剤（５）に接触
させるかにより長さは変わり、一般的な加工機においては３ｍから１５ｍ程度でよい。
【００４６】
　図４は、別なクリーニングロールの構成概念断面図の１例を示したものであり、巻き芯
（１）からクリーニングロールを繰り出した図である。巻き芯（１）部より、〔リード紙
（２）部分〕（Ｏ）、次いで〔基材シート（３）の両面に粘着剤（５）が施され、両面離
型シート（１０）が貼られた部分〕（Ｐ）、次いで〔リード紙（２）部分〕（Ｑ）の順で
構成されたクリーニングロールである。
【００４７】
本クーリングロールにおいて、それぞれの部分（Ｏ）、（Ｐ）、（Ｑ）を繋ぎ合わせるの
に、リード紙（２）を両面に粘着剤（５）が施された面の片面にダブらせて貼ることによ
りつなぎ合わせると共に、クーリングロールの巻き取り状態においても粘着剤（５）は両
面離型シート（１０）に接するようにした。繋ぎ合わせを補強するにはクーリングロール
の繰り出し先頭繋ぎ部に片面粘着テープ（６）を使用すれば良い。
【００４８】
　図４において、リード紙部分は１０ｍから２００ｍ程度でよい、両面に粘着剤を施し両
面離型のシートを貼り合わせた部分は加工機の最大ローラー径とローラーに何周粘着剤を
接触させるかによるが３ｍから１０ｍ程度でよい、該粘着剤を施した部分の両端部は巻き
芯リード紙及び巻き外リード紙をダブらせて繋ぎ合わせればよい、このクリーニングロー
ルは、再利用をしないものであり繰り出し部のリード紙は１ｍから５ｍ程度でよい。
【００４９】
　図４に示したクリーニングロールは、繰り出し時に給紙部で両面離型性のシートを取り
除く必要があるため離型効果の高い離型剤を選定することが望ましい。
【００５０】
図１から図４で本発明のクーリングロールに構成の例を示したが、これらの構成に限定さ
れるものではなく、クリーニングを行う加工装置に適した構成にすることが出来る。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明のローラーのクリーニング方法は、複数のローラー間に原反を走行させながら、
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該原反に種々の処理を施すようにしたグラビア印刷装置、ドライラミネート装置、樹脂押
出しシーテング装置などの多数の加工ローラーを有する加工装置に、粘着剤を備えた長尺
シートを通すことにより、ローラーに付着する異物を取り除くことが出来るため、多数の
ローラーを１本１本清掃する必要がなく、異物による品質不良を防止できる。
【００５２】
また、クリーニングロールには、ロールの表裏に粘着剤が設けられているため１回クリー
ニングロールを通しことで全ロールの清掃が完了する。
更にリード紙が両端部に繋がれているため繰り返しの使用をすることもでき経済的である
。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】クリーニングロールの構成概念断面図
【図２】別なクリーニングロールの構成概念断面図
【図３】別なクリーニングロールの構成概念断面図
【図４】別なクリーニングロールの構成概念断面図
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００５４】
　図２の構成でクリーニングロールを作成した。巻芯にポリエステルフィルムをリード紙
として３００ｍを巻き、次に繋ぐシートは次のようにして製造した。基材シートとしポリ
エステルフィルムの片面にシリコン系離型剤が設けられた離型シートの非コート面に弱粘
着性の粘着剤をドライで４０ｇ／平方メートルで塗工した。塗工は離型シートに間欠的に
行い塗工部を２０ｍ、非塗工部を１０ｍとした。
【００５５】
　こうして製造した弱粘着シートの粘着剤非塗工部の中央で切断して巻芯部のリード紙に
両面粘着テープを用い繋ぎ、次の粘着剤非塗工部の中央で切断し１ユニットとした。
【００５６】
次いで前記１ユニットの面を逆にして両面粘着テープを用い繋ぎ、粘着剤が両面に形成さ
れるようにした。次いでにポリエステルフィルムをリード紙として３００ｍを巻きクリー
ニングロールを作成した。尚、両面テープで繋ぐ１ユニットの面は、離型剤を塗工してい
ない面とした。
【００５７】
　実施例１のクリーニングロールを用いて５０ｍ／分の速度でグラビア印刷機のガイドロ
ーラーのゴミ取り作業を完了した。本クリーニングロールは、繰り返し使用しグラビア印
刷機のガイドローラーのゴミ取り作業を行うことが出来た。
【実施例２】
【００５８】
　図３の構成でクリーニングロールを作成した。このクリーニングロールの基材フィルム
としては、片面コロナ処理が施された延伸ポリプロピレンフィルム４０μのコロナ処理面
に、エーテル系ウレタン接着剤を塗布し硬化させた。エーテル系ウレタン接着剤を接着に
使用する場合は、主剤と硬化剤を等量の配合とするが、粘着力を残すため硬化剤量を半分
の量として接着剤の主剤と硬化剤が反応後も粘着力を保持するようにした。
【００５９】
　接着剤はドライで１０ｇ／平方メートル塗工を行い粘着性のある層とした。本加工にお
いては、塗工は間欠的に行い塗工部を２０ｍ、非塗工部を３００ｍとした。
【００６０】
このようにして製造したロールを２巻用意し、巻芯部から非塗工部を２９５ｍ、塗工部を
２０ｍ、非塗工部５ｍになるよう巻き芯に巻き取り、次いでもう一方のロールの巻き上げ
面を逆にして両面粘着テープで繋ぎ、巻芯部から非塗工部を５ｍ、塗工部を２０ｍ、非塗
工部２９５ｍになるよう巻き取りクリーニングロールを作成した。
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【００６１】
　こうして作成するクリーニングロールは、延伸ポリプロピレンフィルムの未処理面が、
離型効果を有するため、リード紙と離型紙を兼ねることが出来きるので本実施例のクリー
ニングロールは中央部分で一度両面テープを用い繋ぐだけでよく、生産性のよい製品とす
ることが出来た。
【００６２】
　実施例２のクリーニングロールを用いて５０ｍ／分の速度でグラビア印刷機のガイドロ
ーラーのゴミ取り作業を完了した。本クリーニングロールは、繰り返し使用しグラビア印
刷機のガイドローラーのゴミ取り作業を行うことが出来た。
【実施例３】
【００６３】
　図３の構成でクリーニングロールを作成した。このクリーニングロールの基材フィルム
としては、片面コロナ処理が施された延伸ポリプロピレンフィルム４０μのコロナ処理面
に、予めイミン溶液をコーティング後、１５０℃で加熱することで粘着剤との接着力を良
好にしたフィルムを用いた。
【００６４】
　このようにコロナ処理面にイミンで下地加工をしたフィルムに、水溶性エマルジョンタ
イプの弱粘着剤をドライで４０ｇ／平方メートル塗工を行い粘着層とした。本加工におい
ては、塗工は間欠的に行い塗工部を２０ｍ、非塗工部を３００ｍとした。
【００６５】
このようにして製造したロールを２巻用意し、巻芯部から非塗工部を２９５ｍ、塗工部を
２０ｍ、非塗工部５ｍになるよう巻き芯に巻き取り、次いでもう一方のロールの巻き上げ
面を逆にして両面粘着テープで繋ぎ、巻芯部から非塗工部を５ｍ、塗工部を２０ｍ、非塗
工部２９５ｍになるよう巻き取りクリーニングロールを作成した。
【００６６】
　こうして作成するクリーニングロールは、延伸ポリプロピレンフィルムの未処理面が、
離型効果を有するため、リード紙と離型紙を兼ねることが出来きるので本実施例のクリー
ニングロールは中央部分で一度両面テープを用い繋ぐだけでよく、生産性のよい製品とす
ることが出来た。
【００６７】
　実施例２のクリーニングロールを用いて５０ｍ／分の速度でグラビア印刷機のガイドロ
ーラーのゴミ取り作業を完了した。本クリーニングロールは、繰り返し使用しグラビア印
刷機のガイドローラーのゴミ取り作業を行うことが出来た。
【実施例４】
【００６８】
　図４の構成でクリーニングロールを作成した。基材シートとしてポリエステルフィルム
を使用し、ウレタン系粘着剤に粘着力を調整するためイソシアネートを０．２％添加しド
ライで３０ｇ／平方メートルになるように両面に塗工した。離型紙としては、クラフト紙
の両面にポリエチレンがコートされ離型層が形成されている両面離型紙を使用した。
【００６９】
　こうして製造した両面に弱粘着性を有し、両面離型紙と貼り合わされたシートが、図４
のＰで示した部分である。
【００７０】
　このＰ部分として４ｍを用い、クリーニングロールの巻き芯部にリード紙を３００ｍ、
繰り出し部に３ｍのリード紙を繋いだ。図４に示すように、これらのリード紙は粘着剤面
にそれぞれ１ｍをダブらせて繋ぐことにより、ロール状の巻き取っても粘着剤面が離型剤
面に接するようにした。
【００７１】
　このようにして作成したクリーニングロールを、ローラーを清掃する装置に通されてい
るシートに給紙部で繋ぎ、ローラー清掃を行う装置を低速で回転しながら４ｍの両面離型
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【符号の説明】
【００７２】
　１　巻き芯
　２　リード紙
　３　基材シート
　４　離型剤
　５　粘着剤
　６　片面粘着テープ
　７　両面粘着テープ
　８　基材シートの未処理面
　９　基材シートの処理面
　１０　両面離型シート
　Ａ　図１のリード紙（２）部分
　Ｂ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）が施された部分
　Ｃ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）と粘着剤（５）が施された部分
　Ｄ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｂ）と同じシートの部分
　　　　Ｅ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｄ）と同じシート
が逆転して繋がれた部分
　　　　Ｆ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）と粘着剤（５）が施された前記（Ｃ
）と同じシートが逆転して繋がれた部分
　Ｇ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｅ）と同じシートの部分
　Ｈ　図１の巻き外リード紙（２）部分
　Ｉ　図２の巻き芯リード紙（２）部分
　　　　Ｊ　図２の基材シート（３）に離型剤（４）が施され両端部分を除き粘着剤（５
）を施された部分
　　　　Ｋ　図２の基材シート（３）に離型剤（４）が施され両端部分を除き粘着剤（５
）が施された前記（Ｊ）と同じシートが逆転して繋がれた部分
　Ｌ　図２巻き外リード紙（２）部分
　　　　Ｍ　図３の基材シート（３）の片面が離型性に優れた未処理面（８）である、例
えば延伸ポリプロピレンフィルム、未延伸ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィル
ムなどの両端部分を除き、逆面の処理面（９）に粘着剤（５）を施すことで得た部分
　　　　Ｎ　図３の基材シート（３）の片面が離型性に優れた未処理面（８）である両端
部分を除き、逆面の処理面（９）に粘着剤（５）を施すことで得た前記（Ｍ）と同じシー
トが逆転して繋がれた部分
　Ｏ　図４の巻き芯リード紙（２）部分
　　　　Ｐ　図４の基材シート（３）の両面に粘着剤（５）が施され、両面離型シート（
１０）が貼られた部分
　Ｑ　図４の巻き外リード紙（２）部分
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月22日(2017.6.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のローラー間に原反を走行させながら、該原反に種々の処理を施すようにした装置の
各ローラーに対するクリーニング方法であって、両面に粘着層を有する長尺シートには、
先頭部分及び末尾部分に粘着層を有しないリード部分を備え、前記長尺シートの粘着層を
有する領域の裏面に離型層が形成され、その離形層が、該長尺シートがロール状に巻かれ
たときに、前記粘着層と相対するように離型層を設ける領域が設定されているクリーニン
グロールを用いることを特徴とするクリーニング方法。
【請求項２】
請求項１で使用する長尺シートであって、短い基材シートの一方の面にその両端部分を除
き粘着剤を施した粘着層、他方の面に全長に亘って離型層を有するものを１ユニットとし
、その１ユニットのシートを複数枚、交互に表裏を反転させながら直列接続して長尺状に
形成したことを特徴とするクリーニングロール。
【請求項３】
　前記長尺シートを巻き芯に巻き付けてロール状に成型したときに、前記粘着層と離形層
とが上下に重なるように前記基材シートの個々の長さが調整されている請求項２に記載の
クリーニングロール。
【請求項４】
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　請求項２又は請求項３に記載の長尺シートを巻き芯に巻き付けてなるロールであって、
そのロールから繰り出される長尺シートの先端部及び巻芯部には、粘着材が施されていな
いリード部分が接続されていることを特徴とするクリーニングロール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多くのガイドローラー、ニップローラー、クーリングローラーなどの各種ロ
ーラーを備え、且つ巻き取りの給紙及び排紙装置を備えたグラビア印刷機等のローラーに
付着したゴミを除去するための方法及びその方法を実施するための粘着性を有するクリー
ニングロールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ローラー間に長尺状の原反を走行させる装置としては、多くの分野で使用されており、
このような装置には、原反と接する多くのローラーが用いられるため、ローラーの清掃は
、不可欠で煩雑なものとなっている。
【０００３】
　ローラーの材質は、鉄、アルミなどの金属・ゴム・プラスチックなど、用途により各種
の素材が使用されている。このため、ローラーの清掃は、加工職場特有の方法で行われて
いる。例えば、汚れの内容によりローラーに密着したものを物理的に削り取ったり、溶剤
で溶解して拭き取ったりすることが行われている。
【０００４】
　しかし、こびりついた汚れを除去しても、清掃に使用した布の繊維糸や、作業環境特有
の材料粒や材料片などの付着物を完全に取り除くことは難しく、これらの異物が製品品質
に影響することも多いため、清掃に費やす時間と労力は、作業工程の中で、無視できない
ほど大きなものとなっている。
【０００５】
　異物の付着による製品不良を防ぐため、製品または製品材料や製品素材から異物を取り
除く工夫は行われているが、加工機のローラーを、運転を終える都度、クリーニングする
ことは行われていない。
【０００６】
　異物の製品への付着を防止するために、加工機の一部ローラーを弱粘着ローラーにする
ことで加工機を通す原反等の材料から異物を取ることが行われている。
【０００７】
　また、テープレコーダーやビデオテープなどには、テープの一部に研磨効果を持たせた
クリーニングテープがつながれており、データーの読み取りヘッドの異物を取るようにな
っている。その他、機器により専用のクリーニング装置を備えた物は、数多くある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、複数のローラーを備える加工装置において、人的な異物・繊維に由来する異
物・加工に使用する材料に起因する異物など、ローラーに付着した異物除去を、簡単に且
つ短時間で行うことが出来るようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明に係るクリーニング方法は、複数のローラー間に原反を走行させながら、該原反に
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種々の処理を施すようにした装置の各ローラーに対するクリーニング方法であって、両面
に粘着層を有する長尺シートには、先頭部分及び末尾部分に粘着層を有しないリード部分
を備え、前記長尺シートの粘着層を有する領域の裏面に離型層が形成され、その離形層が
、該長尺シートがロール状に巻かれたときに、前記粘着層と相対するように離型層を設け
る領域が設定されているクリーニングロールを用いることを特徴とする。
【００１０】
　ローラーに付着した異物は、粘着剤によって除去できる異物と、粘着剤では除去できな
い異物とがあるが、本発明に係るクリーニング方法は、前者の異物を除去するためのもの
である。
【００１１】
　また、複数のローラー間に原反を走行させながら、該原反に種々の処理を施すようにし
た装置においては、原反に接するローラーは、該原反の一面に接するのではなく、搬送中
に該原反の片面及びその反対面、すなわち表裏に接することで原反の走行方向を変えるも
のである。
【００１２】
　従って、片面に粘着層を有する長尺シートを使用する場合は、ローラー間に長尺シート
を走行させながら搬送した後、一回目とは、粘着層の面を変えてローラー間に長尺シート
を２回蛇行させながら搬送することにより、全ローラーのクリーニングを行うことができ
、表面と裏面に長手方向に沿って交互に粘着層を有する長尺シートを使用する場合は、複
数のローラー間に長尺シートを走行させながら１回搬送することにより、ローラーのクリ
ーニングをすることができる。
【００１３】
　本発明に係るクリーニング方法は、ローラーのクリーニングを行う装置としては、グラ
ビア印刷装置、ドライラミネート装置、樹脂押出しシーテング装置などの多数のローラー
を有する装置であり、前記長尺シートが先頭部分及び末尾部分に粘着層を有しないリード
部分を備えているクリーニングロールを使用する方法である。
【００１４】
　リード部分を備えていることにより、各種の装置に使用している原反から、原反自動切
り替え装置により、本発明のクリーニングロールに繋ぎ変えるときに安定した繋ぎ変えを
可能とし、また繋ぎ変えにより発生するクリーニングロールのロスを考慮し、クリーニン
グロールを繰り返し使用できるようにリード部分を備えるものである。
【００１５】
　これにより、クリーニングロールの粘着層に、ゴミなどが付着しても繰り返しクリーニ
ングロールを使用することが出来るので経済的である。
【００１６】
本発明に係るクリーニング方法において、繰り返し使用をするために、前記長尺シートか
らなるクリーニングロールの粘着層を有する領域の裏面に離形層が形成され、その離形層
が、該長尺シートがロール状に巻かれたときに、前記粘着層と相対するように離型層の領
域が設定されているクリーニングロールを使用するクリーニング方法である。
【００１７】
　繰り返して使用せず、１回の使用でクーリングロールを取り換える場合においては、長
尺シートの両面に粘着層を有し、その片面に両面剥離を有するシートを貼り合わせてロー
ル状に巻き、使用に際しては、剥離シートを粘着層から取り除きながら繰り出されるクリ
ーニングロールを用いるクリーニング方法とすることもできる。
【００１８】
　このクリーニングロールは、基材シートの両面に粘着剤が設けられており、一度使用す
ることで粘着剤面が接して巻き取られることとなり、再使用をすることはできないが、粘
着剤を両面に設けるために煩雑な繋ぎ作業がなくなり安価なクーリングロールとすること
ができる。また再利用のために保管することもなく、高度なクリーンを求められる製品を
製造する加工機には適切なクーリング方法である。



(14) JP 2017-193406 A 2017.10.26

【００１９】
本発明に係るクリーニングロールは、基材シートの一方の面にその両端部分を除き粘着剤
を施し、他方の面に全長に亘って離型層を有するものを１ユニットとし、その１ユニット
のシートを複数枚、交互に表裏を反転させながら直列接続して長尺状に形成したものであ
る長尺シートをロール状の巻き取ったものからなることを特徴とするクリーニングロール
である。
【００２０】
基材シートの一方の面にその両端部分を除き粘着剤を施し、他方の面に全長に亘って離型
層を有するものを１ユニットとすることで、該１ユニットを巻き取ってロールとした時に
、粘着剤のある面は離型層を有する面に接するので、ロールから長尺シートを容易に繰り
出すことが出来るようになる。
【００２１】
　該１ユニットの粘着剤の施された面が、ロールの表裏の面になるように、２ユニットを
繋ぎクリーニングロールとすることで、グラビア印刷装置、ドライラミネート装置、樹脂
押出しシーテング装置などの多数の加工ローラーを有する装置の複数のローラー間にクリ
ーニングロールを走行させて通せば、これら装置の全てのローラーから付着しているゴミ
を粘着剤に接着させて除去することが出来る。
【００２２】
　本発明に係るクーリングロールは、基材シートの一方の面にその両端部分を除き粘着剤
を施し、他方の面に全長に亘って離型層を有するものを１ユニットの長尺シートとして、
その１ユニットのシートを複数枚、交互に表裏を反転させながら直列接続して長尺状に形
成したものを円筒状の巻き芯に巻き付けてロールに巻き取ったときに、前記粘着剤と離形
層とが上下に重なるように前記基材シートの個々の長さが調整され、そのロールから繰り
出される長尺シートの先端部及び巻き芯部には、１ユニットとは異なるリード部分が接続
されている長尺シートからなることを特徴とするクリーニングロールである。
【００２３】
　基材シートの一方の面にその両端部分を除き粘着剤を施し、他方の面に全長に亘って離
型層を有することにより該基材シートを巻き取りロール状にする場合、粘着剤面をロール
の表面にしても、あるいは粘着剤面をロールの裏面にしても、粘着剤は離型層を有する基
材シートの部分に接することを考慮したものであり、基材シートの粘着剤を施さない両端
部の長さは、ロールにした時の１円周の長さより長くすることで、粘着剤の面は離型層の
面に接することになり、ロールからシートに繰り出すことが出来る。
【００２４】
　このように、離型層を有する面の長さを長くすることで、本発明のクーリングロールを
多数の加工ローラーを有する装置を通し、巻き取ったロールを再度使用することが出来る
。即ち、本発明に係るクーリングロールは、給紙部から繰り出され各種ローラーのクーリ
ングに使用した後、排紙部で巻き上げる際に排紙部の回転方向は任意であり巻き上げ面を
考慮しなくてよい。
【００２５】
　また、クリーニングロールの先端部及び巻き芯部には、１ユニットとは異なるリード部
分を接続することで、繰り返しの使用において、リード部分としてのリード紙が消耗され
短くなっても、クリーニングロールとしての機能は低下しない。
【００２６】
　従って、本発明のクーリングロールを使用するに際しては、繰り返しの使用によりリー
ド部分を消耗した時、又は粘着剤に異物が付き更なる異物を除去する効果が低下した時に
、新たなクーリングロールに交換すればよい。
【００２７】
　本発明で使用する基材シートとしては、１２ミクロンから１００ミクロンのポリエステ
ルフィルム、１５ミクロンから１００ミクロンのポリプロピレンフィルム、２５ミクロン
から１００ミクロンのポリエチレンフィルム、３５グラム／平方メートルから８０グラム
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／平方メートルの表面に樹脂コートされた紙などから選択することが出来る。
【００２８】
　使用する粘着剤は、ローラーに付着する異物を接着し除去するものであり弱粘着剤、微
粘着剤又は再剥離粘着剤と言われるものでよい。例えば、アクリル系粘着剤、ウレタン系
粘着剤、シリコン系粘着剤、ゴム系粘着剤などの粘着性の弱いタイプを用いればよく、こ
れらの粘着剤にイソシアネートの硬化剤を添加し粘着性を調整した粘着剤を用いてもよい
。更に、水性タイプ又はエマルジョンタイプのアクリル系粘着剤、ウレタン系粘着剤など
を使用することが出来る。
【００２９】
アクリル系粘着剤としては、トーヨーケム株式会社製（品番ＢＰＳ６４２１、品番ＢＰＳ
５２２７－１、品番ＢＰＳ５２９６、品番ＢＰＳ－５５４８）、総研化学株式会社製（品
番１４７３Ｈ、品番１４９５、品番１４９９Ｍ）、東亜合成株式会社製粘着剤（品番Ｓ－
１６０１、品番Ｓ－１０６５）などの粘着剤を使用すればよい。
【００３０】
　ウレタン系粘着剤としては、トーヨーケム株式会社製（品番ＳＨ－１０１、品番ＳＨ－
１０９）などの粘着剤を使用すればよい。
【００３１】
シリコン系粘着剤としては、信越化学工業株式会社性粘着剤（品番ＫＲ－３７０４、品番
ＫＲ－３７００、品番Ｘ－４０－３３６５、品番Ｘ－４０－３３０６）などの粘着剤を使
用すればよい。
【００３２】
　水性アクリル系粘着剤としては、トーヨーケム株式会社製（品番ＢＰＷ４９６０－１、
品番ＢＰＷ６１６６）などの粘着剤を使用すればよい。
【００３３】
　粘着剤の粘着力は、クリーニングロールを使用するときの搬送速度、ローラー径、ロー
ラーへの巻付き角、ローラー材質、クリーニングを行う装置固有の特性などを考慮して任
意に選定すればよい。
【００３４】
　また、粘着剤ではなくウレタン系接着剤を接着剤として使用する配合から、硬化剤であ
るイソシアネート成分の配合比率を少なくし主剤であるポリオール成分との反応を不完全
にすることで接着剤に粘着性を持たせることにより粘着剤として使用してもよい。
このように、粘着剤としては、一般的に粘着剤と言われるものだけでなく、粘着力があり
異物を除去する加工機のローラーに転移しないものであれば、本発明の粘着剤として使用
することが出来る。
【００３５】
　粘着剤との離型性を得るための離型剤としては、シリコン系離型剤、フッ素系離型剤な
どの非シリコン系離型剤を使用すればよい。また、ポリプロピレンフィルムの未処理面、
ポリエチレンフィルムの未処理面などは、粘着剤のタイプによっては容易に剥がすことが
出来るものもあり、離型剤を使用しなくてもよい。
【００３６】
　本発明のクーリングロールの１ユニットを作成するにあたっては、片面に離型層を有す
る基材シートの反対面に粘着剤を間欠的に施すことにより作成することが出来る。又は、
予め離型層と粘着剤を施したシートの両端に、離型層を有するシートを繋ぐことにより本
発明のクーリングロールの１ユニットを作成してもよい。
【００３７】
　リード部に使用する材料としては、本発明に使用する基材シートと同様のシートをリー
ド部の材料として使用してもよい。本発明のクリーニング方法を実施するための、クリー
ニングロールを図１から図４に構成概念断面図として示す。構成概念断面図は、巻き芯に
巻き取った状態で供給するクリーニングロールを、繰り出した状態の断面図で示したもの
である。
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【００３８】
　図１は、クリーニングロールの構成概念断面図の１例を示したものであり、巻き芯（１
）からクリーニングロールを繰り出した図である。巻き芯（１）部より、〔巻き芯リード
紙（２）部分〕（Ａ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）が施された部分〕（Ｂ
）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）と粘着剤（５）が施された部分〕（Ｃ）、
次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｂ）と同じシートの部分〕（
Ｄ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｄ）と同じシートが逆
転して繋がれた部分〕（Ｅ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）と粘着剤（５）
が施された前記（Ｃ）と同じシートが反転して繋がれた部分〕（Ｆ）、次いで〔基材シー
ト（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｅ）と同じシートの部分〕（Ｇ）、次いで〔巻
き外リード紙（２）部分〕（Ｈ）の順で構成されたクリーニングロールである。
【００３９】
それぞれの部分である（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）、（Ｆ）、（Ｇ）、（Ｈ
）は、片面粘着テープ（６）若しくは両面粘着テープ（７）により繋がれている。
【００４０】
本発明において、それぞれの部分を繋ぎ合わせるためのテープは、離型剤を塗布した面で
あっても接着力が強いテープを選択し使えばよい。
【００４１】
　図２は、別なクリーニングロールの構成概念断面図の１例を示したものであり、巻き芯
（１）からクリーニングロールを繰り出した図である。巻き芯（１）部より、〔巻き芯リ
ード紙（２）部分〕（Ｉ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）が施され両端部分
を除き粘着剤（５）を施された部分〕（Ｊ）、次いで〔基材シート（３）に離型剤（４）
が施され両端部分を除き粘着剤（５）が施された前記（Ｊ）と同じシートが逆転して繋が
れた部分〕（Ｋ）、次いで〔巻き外リード紙（２）部分〕（Ｌ）の順で構成されたクリー
ニングロールである。
【００４２】
それぞれの部分である（Ｉ）、（Ｊ）、（Ｋ）、（Ｌ）は、片面粘着テープ（６）若しく
は両面粘着テープ（７）により繋がれている。（Ｊ）、（Ｋ）の部分は、離型剤が施され
た基材シートに間欠に粘着剤を塗布する方法で製造し、両端部を粘着剤のない部分で切断
して使用すればよい。
【００４３】
　図３は、別なクリーニングロールの構成概念断面図の１例を示したものであり、巻き芯
（１）からクリーニングロールを繰り出した図である。巻き芯（１）部より、〔基材シー
ト（３）の片面が離型性に優れた未処理面（８）である、例えば延伸ポリプロピレンフィ
ルム、未延伸ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィルムなどの両端部分を除き、逆
面の処理面（９）に粘着剤（５）を施すことで得た部分〕（Ｍ）、次いで〔基材シート（
３）の片面が離型性に優れた未処理面（８）である両端部分を除き、逆面の処理面（９）
に粘着剤（５）を施すことで得た前記（Ｍ）と同じシートが逆転して繋がれた部分〕（Ｎ
）の順で構成されたクリーニングロールである。
【００４４】
それぞれの部分である（Ｍ）、（Ｎ）は、両面粘着テープ（７）により繋がれている。ま
た、巻き芯部及び巻き上部は、リード紙（２）としての働きを持たせるために粘着剤（５
）を施さない部分を長くすればよい。
【００４５】
　図１から図３において、リード紙（２）部分は１０ｍから２００ｍ程度でよい、粘着剤
（５）を設けた両端部分の離型剤（４）だけを設ける部分はクリーニングロールの巻き径
にもよるが１ｍから３ｍ程度でよい、粘着剤（５）を設ける部分は加工機の最大ローラー
の円周長を最小とし任意の長さでよく、ローラーが回転する何周分を粘着剤（５）に接触
させるかにより長さは変わり、一般的な加工機においては３ｍから１５ｍ程度でよい。
【００４６】



(17) JP 2017-193406 A 2017.10.26

　図４は、別なクリーニングロールの構成概念断面図の１例を示したものであり、巻き芯
（１）からクリーニングロールを繰り出した図である。巻き芯（１）部より、〔リード紙
（２）部分〕（Ｏ）、次いで〔基材シート（３）の両面に粘着剤（５）が施され、両面離
型シート（１０）が貼られた部分〕（Ｐ）、次いで〔リード紙（２）部分〕（Ｑ）の順で
構成されたクリーニングロールである。
【００４７】
本クーリングロールにおいて、それぞれの部分（Ｏ）、（Ｐ）、（Ｑ）を繋ぎ合わせるの
に、リード紙（２）を両面に粘着剤（５）が施された面の片面にダブらせて貼ることによ
りつなぎ合わせると共に、クーリングロールの巻き取り状態においても粘着剤（５）は両
面離型シート（１０）に接するようにした。繋ぎ合わせを補強するにはクーリングロール
の繰り出し先頭繋ぎ部に片面粘着テープ（６）を使用すれば良い。
【００４８】
　図４において、リード紙部分は１０ｍから２００ｍ程度でよい、両面に粘着剤を施し両
面離型のシートを貼り合わせた部分は加工機の最大ローラー径とローラーに何周粘着剤を
接触させるかによるが３ｍから１０ｍ程度でよい、該粘着剤を施した部分の両端部は巻き
芯リード紙及び巻き外リード紙をダブらせて繋ぎ合わせればよい、このクリーニングロー
ルは、再利用をしないものであり繰り出し部のリード紙は１ｍから５ｍ程度でよい。
【００４９】
　図４に示したクリーニングロールは、繰り出し時に給紙部で両面離型性のシートを取り
除く必要があるため離型効果の高い離型剤を選定することが望ましい。
【００５０】
図１から図４で本発明のクーリングロールに構成の例を示したが、これらの構成に限定さ
れるものではなく、クリーニングを行う加工装置に適した構成にすることが出来る。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明のローラーのクリーニング方法は、複数のローラー間に原反を蛇行させながら、
該原反に種々の処理を施すようにしたグラビア印刷装置、ドライラミネート装置、樹脂押
出しシーテング装置などの多数の加工ローラーを有する加工装置に、粘着剤を備えた長尺
シートを通すことにより、ローラーに付着する異物を取り除くことが出来るため、多数の
ローラーを１本１本清掃する必要がなく、異物による品質不良を防止できる。
【００５２】
また、クリーニングロールには、ロールの表裏に粘着剤が設けられているため１回クリー
ニングロールを通しことで全ロールの清掃が完了する。
更にリード紙が両端部に繋がれているため繰り返しの使用をすることもでき経済的である
。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】クリーニングロールの構成概念断面図
【図２】別なクリーニングロールの構成概念断面図
【図３】別なクリーニングロールの構成概念断面図
【図４】別なクリーニングロールの構成概念断面図
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００５４】
　図２の構成でクリーニングロールを作成した。巻芯にポリエステルフィルムをリード紙
として３００ｍを巻き、次に繋ぐシートは次のようにして製造した。基材シートとしポリ
エステルフィルムの片面にシリコン系離型剤が設けられた離型シートの非コート面に弱粘
着性の粘着剤をドライで４０ｇ／平方メートルで塗工した。塗工は離型シートに間欠的に
行い塗工部を２０ｍ、非塗工部を１０ｍとした。
【００５５】
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　こうして製造した弱粘着シートの粘着剤非塗工部の中央で切断して巻芯部のリード紙に
両面粘着テープを用い繋ぎ、次の粘着剤非塗工部の中央で切断し１ユニットとした。
【００５６】
次いで前記１ユニットの面を逆にして両面粘着テープを用い繋ぎ、粘着剤が両面に形成さ
れるようにした。次いでにポリエステルフィルムをリード紙として３００ｍを巻きクリー
ニングロールを作成した。尚、両面テープで繋ぐ１ユニットの面は、離型剤を塗工してい
ない面とした。
【００５７】
　実施例１のクリーニングロールを用いて５０ｍ／分の速度でグラビア印刷機のガイドロ
ーラーのゴミ取り作業を完了した。本クリーニングロールは、繰り返し使用しグラビア印
刷機のガイドローラーのゴミ取り作業を行うことが出来た。
【実施例２】
【００５８】
　図３の構成でクリーニングロールを作成した。このクリーニングロールの基材フィルム
としては、片面コロナ処理が施された延伸ポリプロピレンフィルム４０μのコロナ処理面
に、エーテル系ウレタン接着剤を塗布し硬化させた。エーテル系ウレタン接着剤を接着に
使用する場合は、主剤と硬化剤を等量の配合とするが、粘着力を残すため硬化剤量を半分
の量として接着剤の主剤と硬化剤が反応後も粘着力を保持するようにした。
【００５９】
　接着剤はドライで１０ｇ／平方メートル塗工を行い粘着性のある層とした。本加工にお
いては、塗工は間欠的に行い塗工部を２０ｍ、非塗工部を３００ｍとした。
【００６０】
このようにして製造したロールを２巻用意し、巻芯部から非塗工部を２９５ｍ、塗工部を
２０ｍ、非塗工部５ｍになるよう巻き芯に巻き取り、次いでもう一方のロールの巻き上げ
面を逆にして両面粘着テープで繋ぎ、巻芯部から非塗工部を５ｍ、塗工部を２０ｍ、非塗
工部２９５ｍになるよう巻き取りクリーニングロールを作成した。
【００６１】
　こうして作成するクリーニングロールは、延伸ポリプロピレンフィルムの未処理面が、
離型効果を有するため、リード紙と離型紙を兼ねることが出来きるので本実施例のクリー
ニングロールは中央部分で一度両面テープを用い繋ぐだけでよく、生産性のよい製品とす
ることが出来た。
【００６２】
　実施例２のクリーニングロールを用いて５０ｍ／分の速度でグラビア印刷機のガイドロ
ーラーのゴミ取り作業を完了した。本クリーニングロールは、繰り返し使用しグラビア印
刷機のガイドローラーのゴミ取り作業を行うことが出来た。
【実施例３】
【００６３】
　図３の構成でクリーニングロールを作成した。このクリーニングロールの基材フィルム
としては、片面コロナ処理が施された延伸ポリプロピレンフィルム４０μのコロナ処理面
に、予めイミン溶液をコーティング後、１５０℃で加熱することで粘着剤との接着力を良
好にしたフィルムを用いた。
【００６４】
　このようにコロナ処理面にイミンで下地加工をしたフィルムに、水溶性エマルジョンタ
イプの弱粘着剤をドライで４０ｇ／平方メートル塗工を行い粘着層とした。本加工におい
ては、塗工は間欠的に行い塗工部を２０ｍ、非塗工部を３００ｍとした。
【００６５】
このようにして製造したロールを２巻用意し、巻芯部から非塗工部を２９５ｍ、塗工部を
２０ｍ、非塗工部５ｍになるよう巻き芯に巻き取り、次いでもう一方のロールの巻き上げ
面を逆にして両面粘着テープで繋ぎ、巻芯部から非塗工部を５ｍ、塗工部を２０ｍ、非塗
工部２９５ｍになるよう巻き取りクリーニングロールを作成した。
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【００６６】
　こうして作成するクリーニングロールは、延伸ポリプロピレンフィルムの未処理面が、
離型効果を有するため、リード紙と離型紙を兼ねることが出来きるので本実施例のクリー
ニングロールは中央部分で一度両面テープを用い繋ぐだけでよく、生産性のよい製品とす
ることが出来た。
【００６７】
　実施例２のクリーニングロールを用いて５０ｍ／分の速度でグラビア印刷機のガイドロ
ーラーのゴミ取り作業を完了した。本クリーニングロールは、繰り返し使用しグラビア印
刷機のガイドローラーのゴミ取り作業を行うことが出来た。
【実施例４】
【００６８】
　図４の構成でクリーニングロールを作成した。基材シートとしてポリエステルフィルム
を使用し、ウレタン系粘着剤に粘着力を調整するためイソシアネートを０．２％添加しド
ライで３０ｇ／平方メートルになるように両面に塗工した。離型紙としては、クラフト紙
の両面にポリエチレンがコートされ離型層が形成されている両面離型紙を使用した。
【００６９】
　こうして製造した両面に弱粘着性を有し、両面離型紙と貼り合わされたシートが、図４
のＰで示した部分である。
【００７０】
　このＰ部分として４ｍを用い、クリーニングロールの巻き芯部にリード紙を３００ｍ、
繰り出し部に３ｍのリード紙を繋いだ。図４に示すように、これらのリード紙は粘着剤面
にそれぞれ１ｍをダブらせて繋ぐことにより、ロール状の巻き取っても粘着剤面が離型剤
面に接するようにした。
【００７１】
　このようにして作成したクリーニングロールを、ローラーを清掃する装置に通されてい
るシートに給紙部で繋ぎ、ローラー清掃を行う装置を低速で回転しながら４ｍの両面離型
紙を給紙部で除去してローラーのクリーニングを行った。
【符号の説明】
【００７２】
　１　巻き芯
　２　リード紙
　３　基材シート
　４　離型剤
　５　粘着剤
　６　片面粘着テープ
　７　両面粘着テープ
　８　基材シートの未処理面
　９　基材シートの処理面
　１０　両面離型シート
　Ａ　図１のリード紙（２）部分
　Ｂ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）が施された部分
　Ｃ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）と粘着剤（５）が施された部分
　Ｄ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｂ）と同じシートの部分
　　　　Ｅ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｄ）と同じシート
が逆転して繋がれた部分
　　　　Ｆ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）と粘着剤（５）が施された前記（Ｃ
）と同じシートが逆転して繋がれた部分
　Ｇ　図１の基材シート（３）に離型剤（４）が施された前記（Ｅ）と同じシートの部分
　Ｈ　図１の巻き外リード紙（２）部分
　Ｉ　図２の巻き芯リード紙（２）部分
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　　　　Ｊ　図２の基材シート（３）に離型剤（４）が施され両端部分を除き粘着剤（５
）を施された部分
　　　　Ｋ　図２の基材シート（３）に離型剤（４）が施され両端部分を除き粘着剤（５
）が施された前記（Ｊ）と同じシートが逆転して繋がれた部分
　Ｌ　図２巻き外リード紙（２）部分
　　　　Ｍ　図３の基材シート（３）の片面が離型性に優れた未処理面（８）である、例
えば延伸ポリプロピレンフィルム、未延伸ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィル
ムなどの両端部分を除き、逆面の処理面（９）に粘着剤（５）を施すことで得た部分
　　　　Ｎ　図３の基材シート（３）の片面が離型性に優れた未処理面（８）である両端
部分を除き、逆面の処理面（９）に粘着剤（５）を施すことで得た前記（Ｍ）と同じシー
トが逆転して繋がれた部分
　Ｏ　図４の巻き芯リード紙（２）部分
　　　　Ｐ　図４の基材シート（３）の両面に粘着剤（５）が施され、両面離型シート（
１０）が貼られた部分
　Ｑ　図４の巻き外リード紙（２）部分
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